
平成１５年２月２０日 
 

継続企業の前提に関する監査役と会計監査人との連携（中間研究報告） 

 
 

平成１４年１月の企業会計審議会による監査基準改訂により、企業が将来にわたっ

て事業を継続するとの前提（以下「継続企業の前提」という。）に関する重要な疑義に

対する会計監査人の対応が定められた。この研究報告は今般の監査基準改訂を受け

て、平成１２年１０月２６日に報告した「継続企業情報における監査役と会計監査人と

の連携（中間研究報告）」を改訂したものである。前回報告は、継続企業の前提におけ

る監査役と会計監査人の相互補完的な連携のあり方について、お互いの監査実務の

視点から将来の課題と考えられる事項を含めて検討したものを中間研究報告としてと

りまとめたものであったが、その目的は今回報告においても変えていない。 
 

この報告は、両者の連携における監査実務を拘束するものではないが、今後両者

が監査の品質向上に向けて連携を図るための参考になれば幸いであると考え、前回

に続いて中間報告という形でとりまとめ、公表することにした。 
日本公認会計士協会 近畿会・兵庫会・京滋会 
社団法人 日本監査役協会 関西支部      

 

１． はじめに  

 
今般の企業会計審議会による監査基準の改訂で「継続企業の前提」への対応が新

たに基準として設けられたが、これは財務諸表作成の前提条件である企業のゴーイン

グ・コンサーン（継続企業の前提）問題について会計監査人が検討することを、利害関

係者が強く求めるようになったことに対応するものである。ゴーイング・コンサーン（継続

企業の前提）問題について国際監査基準では従来から規定されており、我が国実務

への参考にできるとはいえ、監査役および会計監査人による監査において実務を通じ

た適切な監査慣行の醸成が期待される。監査役および会計監査人が的確な監査を行

って監査の実を挙げるには、両者の連携を一層充実、強化する必要性が増しているこ

とは言うまでもない。 
 

そこで、継続企業の前提にかかる監査の充実を図るため、法的責任が異なる両者

の責任範囲に留意しつつ、相互の連携のあり方について検討した。 
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ただし、相互に連携を深めたとしても、それぞれの責任範囲が変わるものではない

ことを、お互い認識しておく必要がある。 
 

２．継続企業の前提に関する開示 

 
平成１４年１０月１８日付で金融庁より公布された「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則」、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」及

び「財務諸表等規則の取扱に関する留意事項（改正財務諸表等規則ガイドライン）」

により、継続企業の前提に関する注記の記載内容が示された。 
経営者は、平成１５年３月１日以後終了する事業年度及び連結会計年度に係る財務

諸表（連結財務諸表を含む。）から、継続企業の前提に関する注記の記載について対

処することが必要となる。 
 
財務諸表等規則及び連結財務諸表規則によると、経営者は、財務諸表を作成する

場合、「貸借対照表日において、財政破綻の可能性その他会社が将来にわたって事

業を継続するとの前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合」には、

所要の注記を記載する必要がある。 
すなわち、経営者は、自らが行った評価に基づいて継続企業の前提に関する注記

の要否を検討し、注記が必要であると判断した場合には、当該事象又は状況が存在

する旨及びその内容、継続企業の前提に関する重要な疑義の存在、当該事象又は

状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画（以下「経営計画

等」という。）及び当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否かについて、

注記しなければならない。なお、記載する経営計画等については、少なくとも貸借対

照表日の翌日から１年間の経営計画等を記載することとされる。また、貸借対照表日

後に継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が発生し翌事業年度以

降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす場合は、後発事象への対応が含まれ

る。 
 

さらに、経営者は、連結財務諸表を作成する場合、親会社の個別財務諸表に関す

る継続企業の前提の評価の過程において、連結ベースの財務指標や子会社におい

て発生又は発現した継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況のうち親

会社に重要な影響を及ぼす項目についても、同様の検討を実施する必要がある。 
 
そして、継続企業の前提に関する開示は、財務諸表のみならず、商法計算書類等

においても同様に適用される。 
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３．継続企業の前提に関する会計監査人の意見の性格 

 
継続企業の前提に関する会計監査人の意見は、企業の事業継続能力そのものを認

定し企業の存続を保証することにはなく、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事

象又は状況について適切な開示が行われているか否かの判断に基づいて会計処理

や開示の適正性に関する枠組みの中で表明される。 
 
会計監査人による継続企業の前提に関する検討は、経営者による継続企業の前提

に関する評価を踏まえて行われるものである。 
経営者は、財務諸表の作成にあたり継続企業の前提が適切であるかどうかを、合理

的な期間（少なくとも貸借対照表日の翌日から１年間）にわたり評価し、また、継続企

業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を認識した場合には、当該事象又

は状況を解消あるいは大幅に改善させるための経営計画等を策定し、その疑義に関

する事項とあわせて財務諸表に注記することが求められる。なお、この経営計画等は、

企業の重要な意思決定機関において討議され承認されるべきものと考えられる。 
 
そして、会計監査人は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切か

否かを検討し、経営者が実施した合理的な期間にわたる継続企業の前提に関する評

価について、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を識別するため

に、その期間のうち少なくとも貸借対照表日の翌日から1年間を対象期間として検討す

るとともに、財務諸表の表示の適正性を検討することになる。 
会計監査人による継続企業の前提に関するこの一連の検討過程は、会計監査人の

責任が「二重責任の原則」に裏付けられていることを前提としており、企業の存続その

ものについて保証を与える責任は有していないことを示している。 
 
したがって、会計監査人は、監査計画策定時における経営者とのディスカッションの

実施、及び、監査計画策定時から貸借対照表日又は監査報告書作成日までの監査

実施における分析的手続等の実施により、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる

個々の事象又は状況を識別し、経営者の回答その他の手続によって継続企業の前提

に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を総合的に識別する。 
そして、会計監査人は、継続企業の前提に関する経営者の評価の適否並びに継続

企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に対する経営計画等が不合理で

ないかどうかを判断する。 
 
ここで、経営者による継続企業の前提に関する評価が実施されていない場合や継
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続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に対する経営計画等の作成が

行われていない場合（評価期間が貸借対照表日後1年間に満たない場合を含む。）は、

会計監査人は、経営者に対して遅くとも監査終了までに当該評価の実施及び適切な

経営計画等の作成を求める必要があるが、もし、必要とする評価の実施及び経営計画

等の作成が行われない場合は、会計監査人は、その状態で監査意見を形成すること

となる。 
 
また、経営計画等を検討した結果、経営計画等に含まれる予測財務情報に影響が

反映されていない要因を発見した場合には、当該要因について経営者とディスカッシ

ョンするとともに、必要であれば予測財務情報の修正を求めなければならないが、その

場合でも、最終的な経営計画等の作成責任は、経営者にある。 

会計監査人は、これらの検討を踏まえて、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在すると判断される場合、経営者による継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる

事象又は状況についての評価および経営者が作成した経営計画等を基礎とした財務

諸表の注記内容について検討した結果を、意見として表明することとなる。 
 

４．継続企業の前提に関する開示の監査役への影響 

  
継続企業の前提に関する商法計算書類等における開示は、商法施行規則では明

確に規定されていないが、商法施行規則第 26 条は、「貸借対照表又は損益計算書に

より会社の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表

又は損益計算書に注記しなければならない。」と規定し、注記としての開示を求めてい

る。継続企業の前提に関する開示は、企業の作成する財務諸表の前提としての重要

な情報であることに鑑みると、当該開示は、商法計算書類等において、商法施行規則

の規定に基づいて注記として行われるべきものと考えられる。 
したがって、会計監査人は、商法監査においても、証券取引法監査と同様の枠組

みの中で、継続企業の前提について検討し、意見を述べる必要がある。 
 
一方、監査役は、会計監査人が企業会計審議会による監査基準にしたがって実施

した会計監査の方法又は結果の相当性並びに職務執行の一環として取締役が行っ

た財務諸表の開示の妥当性を判断するため、継続企業の前提に関する開示につい

て監査役監査の対象として積極的に取り組んでいくことが必要となる。 
 
この取り組みの中で、監査役は、会計監査人の監査に錯誤が生じないように情報提

供を行うことが考えられる。なお、監査役から会計監査人への情報提供は法律上義務
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付けられておらず、監査役の自らの判断と責任に基づいて行うことが望ましい。そして

その範囲は、会計監査人の監査の相当性判断並びに取締役が職務執行として行っ

た開示の妥当性判断の根拠付けを目的とするものに止めることは当然のことである。 
 
監査役が、会計監査人に提供しうる情報の例としては、以下のものが考えられる。 
（１） 事業計画（資金計画を含む）とその推進状況 
（２） 重要な業務執行方針の変更 
（３） 重要な財産（権利を含む）の変動 
（４） 重要な提携又は契約の解除 
（５） 重要な違法事件、訴訟又は賠償請求の発生 
（６） 重大な品質又は環境問題の発生 
（７） 重要な取引先との取引状況等の変化 
（８） 事業活動に重要な影響を及ぼす法令又は規則の改廃 
（９） 事業活動に重要な影響を及ぼす市場の変化又は技術革新の発生 
 
これらの例示した情報については、商法においても連結決算制度が導入されたこと

に鑑みて、連結対象の子会社に関する情報を含める必要がある。 
 
さらに、監査役は、会計監査人が経営者に積極的に提言できるよう経営者と会計監

査人のディスカッション等の場の設定に努めることが望ましい。 
 

５．継続企業の前提に関する監査役と会計監査人との連携 

  
証券取引法監査において、継続企業の前提に関する開示の検討が必要とされたこ

とにより、会計監査人は、財務諸表についての監査意見を形成するにあたり、継続企

業の前提を基礎として財務諸表を作成することが妥当か否かを判断する必要に迫ら

れる。このため、会計監査人は、監査の各過程において、企業が抱えている複数の不

確実性について識別し、経営者の評価を検討し、必要な場合は財務諸表の記載内容

を検討することが必要となる。 
 

このように、会計監査人にとって、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又

は状況への対処は、重要なものであるが時々刻々と変動する経済環境の中で、不確

実性のある事象や状況についての情報収集は、外部の機関である会計監査人独自

の対処では限界がある。 
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監査役はこれらの情報を容易に知りうる立場にあるので、積極的に情報収集を行い

会計監査人に提供することが、効果的な監査を進める上でも必要であると思われる。 
一方、会計監査人は、会計監査の相当性と財務諸表の開示の妥当性の判断に資

するため、継続企業の前提にかかる会計監査の方法と結果を監査役に報告すること

が求められる。 
 
また、会計監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の不

確実性の検討の結果、重要な疑義が存在すると判断される場合、経営者によって継

続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に関して適切な開示が行われ

ているか否かの判断を行うことになる。 
 そして、開示内容の適切さの程度に応じて、会計監査人は、その意見を表明するこ

ととなる。 
  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を識別した場合の会計監

査人の当該事象や状況への対処についても、経営者の評価の検討から開示の適正

性の検討に至る過程の中で、監査役と会計監査人がより密接な意見交換を行うことが

必要である。 
  

（１） 監査計画策定にあたっての監査役と会計監査人の連携   
 

会計監査人は、監査計画の策定時に、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる

事象又は状況の有無を検討する。この時点で、会計監査人が、継続企業の前提に

重要な疑義を抱かせる事象又は状況を識別した場合は、当該事象又は状況に対す

る経営者の評価を検討するための監査手続の実施を検討することになる。 
  

会計監査人は、監査計画の策定時に、経営者とのディスカッション・分析的手

続等により、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を識別した場

合は、その事象又は状況について、監査役に報告しなければならない。 
 監査役は、会計監査人よりの報告内容を検討するとともに、経営者にその事象

又は状況についての評価の有無を確認し、適切な評価の必要性について勧告する

ことが重要である。 
  
また、会計監査人の監査計画の策定に際して、継続企業の前提に重要な疑義を

抱かせる事象又は状況についての双方の識別について、監査役と会計監査人が意

見を交換することが有用である。 
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（２） 監査実施過程における監査役と会計監査人との連携  
 

会計監査人は、監査の実施過程において、継続企業の前提に重要な疑義を抱か

せる事象又は状況の存在を識別した場合、当該事象又は状況に対する経営者の評

価を検討するための監査手続の実施を検討することになる。 
期中に発生した当該事象又は状況については、経営者の当該事象又は状況に対

する評価が実施されていない場合や評価が行われていても暫定的なものである場合

が多いと予想される。そして、発生後の状況の変化によって経営者の評価が変わる可

能性が高いと予想されるが、会計監査人は、時々刻々変化する情報を、常時把握す

ることは困難であると予想される。したがって、監査役に対して、当該事象又は状況の

変化並びに経営者の評価の変更についての情報の提供を依頼する必要がある。 
 
また、会計監査人は、監査の実施過程において継続企業の前提に重要な疑義を抱

かせる事象又は状況を識別した場合は、即座に監査役に報告するとともに、会計監査

人が聴取した経営者の当該事象又は状況に係る評価の内容についても報告しなけれ

ばならない。 
監査役が会計監査人の見解を聴取し、その後の当該事象又は状況の変化に伴う経

営者の評価の変更について、会計監査人の見解に重要な影響を与える変更が認めら

れた場合に会計監査人に助言することは有用である。また、監査役は、継続企業の前

提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の存在を把握した場合、経営者に対して当

該事象又は状況の存在を報告し、当該事象又は状況に対する評価を確認するととも

に、会計監査人に対して当該事象又は状況について助言する必要がある。 
  

（３） 監査意見形成にあたっての監査役と会計監査人との連携 
  

会計監査人は、監査計画の策定及び監査の実施を通じて継続企業の前提に重要

な疑義を抱かせる事象又は状況を識別、検討し、経営者が開示した財務諸表につい

て意見を表明することとなる。会計監査人は、その意見形成の理由について監査役に

報告し、説明する必要がある。監査役は会計監査人の意見形成の根拠を十分に聴取

して、自らの意見形成の基礎とすることになる。 
 
なお、この過程で、監査役は会計監査人がその意見形成時に考慮していない重要

な事象又は状況の変化を認識している場合は、当該事象又は状況の変化の識別を

行うよう会計監査人に要請する必要がある。 
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６．おわりに   

 
ゴーイング・コンサーン（継続企業の前提）問題への対処が、我が国に導入されるこ

とになったが、継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象や状況を会計監

査人がどのようにして経営者と共通認識するのか、経営者が提示する経営計画等を会

計監査人がどのような判断で合理的と考えるのか、など課題は多い。 
その一方で、継続企業の前提に関する開示を経営者が適切に行っていることを監

査役および会計監査人は確かめなければならない。そのためには、経営者、監査役

及び会計監査人が継続企業の前提を識別、検討するためのチェックリストがあれば便

利と考え、前回報告同様、別紙のとおり「継続企業の前提に関するチェックリスト」を作

成した。 
最後に、監査役と会計監査人の連携について、個々の監査役や会計監査人の自

由裁量に委ねるよりは、相互連携のための何らかのガイドラインが整備されれば、より

充実した連携が期待される。その意味で、社団法人 日本監査役協会 会計委員会か

ら平成１４年９月９日に報告された「連結決算時代における監査役と他の監査主体との

連携の実務」が参考になることを申し添える。 
 

                                        以 上 
 


